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経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
二
〇
二
三
、
い
わ
ゆ
る
骨
太
の
方
針
の
取
り
ま
と
め
が
行
わ
れ
て
い
る
。
六
月
七
日
に

開
催
さ
れ
た
令
和
五
年
第
八
回
経
済
財
政
諮
問
会
議
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
同
方
針
の
原
案
に
お
い
て
は
、
「
持
続
可
能
な
成

長
の
実
現
に
向
け
た
経
済
構
造
の
強
化
」
に
関
し
、
「
経
済
あ
っ
て
の
財
政
で
あ
り
、
経
済
を
立
て
直
し
、
そ
し
て
、
財
政
健

全
化
に
向
け
て
取
り
組
む
と
の
考
え
方
の
下
、
財
政
へ
の
信
認
を
確
保
し
て
い
く
。
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
五
月
二
十
九
日

に
財
務
大
臣
に
手
交
さ
れ
た
財
政
制
度
等
審
議
会
の
建
議
「
歴
史
的
転
機
に
お
け
る
財
政
」
に
お
い
て
も
同
様
に
、
「
財
政
に

対
す
る
信
認
」
、
「
財
政
に
対
す
る
市
場
の
信
認
」
、
「
財
政
余
力
を
確
保
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
」
と
い
っ
た
表
現

が
記
載
さ
れ
て
い
る
。 

 

そ
こ
で
、
以
下
質
問
す
る
。 

一 

同
方
針
及
び
同
建
議
に
お
い
て
記
載
さ
れ
た
「
財
政
へ
の
信
認
」
、
「
財
政
に
対
す
る
信
認
」
と
は
具
体
的
に
何
を
意
味

す
る
の
か
、
教
示
さ
れ
た
い
。 

二 

同
建
議
に
お
い
て
記
載
さ
れ
た
「
財
政
余
力
」
と
は
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
の
か
、
教
示
さ
れ
た
い
。 

三 

同
方
針
に
お
い
て
は
「
経
済
あ
っ
て
の
財
政
で
あ
り
、
経
済
を
立
て
直
し
、
そ
し
て
、
財
政
健
全
化
に
向
け
て
取
り
組



 

２ 

 

む
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
経
済
の
立
て
直
し
を
優
先
し
、
当
面
は
財
政
健
全
化
は
考
え
な
い
、
カ
レ
ン
ダ
ー
ベ
ー
ス
の
プ
ラ

イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
黒
字
化
目
標
は
置
か
な
い
と
い
う
趣
旨
か
、
如
何
。 

 

右
質
問
す
る
。 


